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平成１６年１１月１２日

司法制度改革推進計画要綱について

（平成１６年１１月）

最高裁判所事務総局

１ 国民の期待に応える司法制度の構築

○ 平成１５年１０月，第一審の訴訟手続を２年以内のできるだけ短い期間内

に終局させること等を目標として裁判の迅速化を図ることを内容とする「裁

判の迅速化に関する法律」に関し，最高裁判所規則（裁判の迅速化に係る検

証に関する規則）を制定。

(1) 民事司法制度の改革

【民事裁判の充実・迅速化】

○ 平成１５年１０月，計画審理の推進，証拠収集手段の拡充等に関する「民

事訴訟法等の一部を改正する法律」に関し，最高裁判所規則（民事訴訟規則

等の一部を改正する規則）を制定。

【専門的知見を要する事件への対応強化】

○ 平成１５年１０月，専門委員制度の創設に関する「民事訴訟法等の一部を

改正する法律」に関し，最高裁判所規則（専門委員規則）を制定。

○ 医師等の専門家との連携を図るため，各庁レベルで，連絡協議会・ガイダ

ンスを実施。

【知的財産権関係事件への総合的な対応強化】

○ 平成１４年４月，東京高等裁判所に関し，知的財産権関係事件の専門部の

増部，裁判官・裁判所調査官の増配置を実施。

○ 平成１６年４月，特許権等関係訴訟事件の専属管轄化等に関する「民事訴

訟法等の一部を改正する法律」の施行に伴い，東京高等裁判所に関し，知的

財産権関係事件の専門部への裁判官の増配置，５人合議制の特別部の新設及
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び専門委員の任命を，東京地方裁判所及び大阪地方裁判所に関し，知的財産

権関係事件の専門部の増部，裁判官の増配置及び専門委員の任命を，それぞ

れ実施。

○ 裁判官に対する専門性向上のための各種研修等を実施。

＊ 知的財産権に関する事件の更なる充実・迅速化のために，知的財産権

に関する事件を専門的に扱う裁判所を創設する「知的財産高等裁判所設

置法」に関し，平成１６年度中に必要な最高裁判所規則を整備する予定。

＊ 裁判所の専門的処理体制の強化等を図る「裁判所法等の一部を改正す

る法律」に関し，平成１６年度中に必要な最高裁判所規則を整備する予

定。

【労働関係事件への総合的な対応強化】

＊ 労働審判手続を設けること等を内容とする「労働審判法」に関し，平

成１６年度中に必要な最高裁判所規則を整備する予定。

【家庭裁判所・簡易裁判所の機能の充実】

○ 平成１５年１０月，人事訴訟の家庭裁判所への移管等に関する「人事訴訟

法」に関し，最高裁判所規則（人事訴訟規則）を制定。

○ 平成１６年４月，少額訴訟の訴額の上限の引上げに関する「民事訴訟法等

の一部を改正する法律」の施行に伴い，専門係の設置等の態勢整備を実施。

【民事執行制度の強化】

○ 平成１４年４月，執行官の執務態勢の強化のため，総括執行官制度を導入。

○ 平成１４年７月，東京地方裁判所及び大阪地方裁判所において，インター

ネットによる競売物件情報の提供を開始。その後，名古屋・福岡・仙台・札

幌・水戸・和歌山の各地方裁判所においても，同様の情報の提供を開始。

○ 平成１５年１０月，民事執行制度の強化に関する「担保物権及び民事執行

制度の改善のための民法等の一部を改正する法律」に関し，最高裁判所規則

（民事執行規則等の一部を改正する規則）を制定。
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【裁判所へのアクセスの拡充】

○ 平成１５年１０月，訴え提起の手数料額の見直し，民事訴訟等の費用の額

の算出方法の簡素化等に関する「司法制度改革のための裁判所法等の一部を

改正する法律」に関し，最高裁判所規則（民事訴訟費用等に関する規則等の

一部を改正する規則）を制定。

○ 平成１４年３月，裁判所ホームページについて，「最高裁判所のホームペ

ージ」に加えて「各地の裁判所のホームページ」を新設し，各種手続の案内，

申立書式例の提供，ＡＤＲ機関の紹介等を掲載するなど，内容を充実。

○ 平成１６年７月，「最高裁判所のホームページ」に「裁判員制度」コーナ

ーを新設するとともに，「各地の裁判所のホームページ」に「東京簡易裁判

所のホームページ」を新設。

○ 既に実施している裁判所の夜間サービスについて，パンフレットの配布，

地方自治体への広報依頼など，国民への周知方法の見直しを実施。

【裁判外の紛争解決手段（ＡＤＲ）の拡充・活性化】

○ ＡＤＲの拡充・活性化関係省庁等連絡会議における「ＡＤＲの拡充・活性

化のための関係機関等の連携強化に関するアクション・プラン」（平成１５

年４月）の策定に参加。

○ 平成１６年１０月，「最高裁判所のホームページ」に，ＡＤＲ機関のポー

タルサイトへのリンクを設定。

○ 平成１５年１０月，ＡＤＲに関する制度基盤の整備に関する「仲裁法」に

関し，最高裁判所規則（仲裁関係事件手続規則）を制定。

(2) 刑事司法制度の改革

【刑事裁判の充実・迅速化】

＊ 刑事裁判の充実・迅速化を図るための方策として，充実した争点及び

証拠の整理のための公判前整理手続の創設及び証拠開示の拡充を行うこ

と等を内容とする「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」に関し，その



- -4

施行までに必要な最高裁判所規則を整備する予定。

【被疑者・被告人の公的弁護制度の整備】

○ 少年審判手続における公的付添人制度について，法曹三者において意見交

換会を開催。

＊ 一定の事件では勾留段階から国選弁護制度を導入すること等を内容と

する「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」に関し，その施行までに必

要な最高裁判所規則を整備する予定。

【被害者等の保護】

○ 法務省主催の「犯罪被害者のための施策を研究する会」にオブザーバー参

加。

(3) 国際化への対応

【法整備支援の推進】

○ 関係機関からの要請を受けて，現地長期専門家として，独立行政法人国際

協力機構の実施する法整備支援プロジェクトに裁判官を派遣。

○ 関係機関からの要請を受けて，日本国内及び支援対象国におけるセミナー

等に講師として裁判官等を派遣。

○ 関係機関からの要請を受けて，日本国内で実施される法整備支援研修に参

加する研修員を受入れ。

【弁護士の国際化】

○ 司法修習の課程において，国際法，外国法及び国際的な法律実務に関する

カリキュラムを継続的に実施。

２ 司法制度を支える人的体制の充実強化

(1) 法曹人口の拡大

【司法試験合格者の増加への実効的な対応】

○ 平成１５年度から，司法修習生１２００人体制の司法修習を実施。必要な
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人的物的態勢を整備。

【裁判所の人的体制の充実】

○ 平成１４年度に，裁判官４５人（判事３０人，判事補１５人），裁判所書

記官２４５人及び家庭裁判所調査官５人を増員。

○ 平成１５年度に，裁判官４５人（判事３０人，判事補１５人），裁判所書

記官２２２人及び家庭裁判所調査官３０人を増員。

○ 平成１６年度に，裁判官５２人（判事４２人，判事補１０人），裁判所書

記官１９２人及び家庭裁判所調査官１５人を増員。

(2) 法曹養成制度の改革

○ 平成１５年９月，裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員が法科大

学院において教員としての業務を行うための派遣に関する「法科大学院への

裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律」に関し，

最高裁判所規則（法科大学院への裁判官の派遣に関する規則）を制定。

【司法修習】

○ 平成１５年３月，司法修習生の修習及びこれに係る司法研修所の管理運営

に関する重要事項について調査審議等をするための機関として，最高裁判所

に司法修習委員会を置くことを内容とする最高裁判所規則（司法修習委員会

規則）を制定。

○ 平成１６年７月，新しい司法修習についての基本方針等について，司法修

習委員会において議論を取りまとめ。

＊ 司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金を国が貸

与する制度を導入するための「裁判所法の一部を改正する法律案」に関

し，必要な最高裁判所規則を整備する予定。

【継続教育】

○ 専門的知見を要する事件（医事関係事件，建築関係事件，知的財産権関係

事件等）をテーマとする裁判官研修（研究会）を継続的に実施。
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○ 平成１４年度から，専門性を備えた裁判官となるための自己研さんの契機

とすることを目的として，判事補３年目の研修において，医療，知的財産権

及び税務会計のコースから１つを選択して参加する選択型研修を実施。

○ 平成１６年度から，知的財産に関する専門的知識を習得することを目的と

して，知的財産権関係事件を担当する裁判官を国内の理系の大学院及び研究

機関に派遣する派遣型研修を実施。

○ 知的財産権関係事件，労働関係事件，会社関係事件，破産事件等について，

これらの事件を初めて担当する裁判官を対象とするビデオ教材を作成し，各

庁に配布。

(3) 弁護士制度の改革

○ 司法修習のカリキュラムにおいて，法曹倫理をテーマとする講義，講演等

を継続的に実施。

(4) 裁判官制度の改革

【給源の多様化・多元化】

○ 平成１６年６月，種々の環境・条件を整備した上で，原則としてすべての

判事補に裁判官の職務以外の多様な経験を積む機会を与えるものとする旨の

基本方針を最高裁判所裁判官会議で議決。

○ 平成１６年６月，判事補及び検事が弁護士となってその職務を経験するた

めの必要な措置等を定める「判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法

律」に関し，日本弁護士連合会との間で，判事補の弁護士職務経験制度の運

用についての基本方針に関して合意（「判事補の弁護士職務経験制度に関す

る取りまとめ」）。

○ 平成１６年１０月，「判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律」に

関し，最高裁判所規則（判事補の弁護士職務経験に関する規則）を制定。

○ 特例判事補制度の計画的かつ段階的な解消に向けた検討の方針を策定。

○ 平成１３年４月，日本弁護士連合会との間で「弁護士任官等に関する協議
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会」を設置し，以来，弁護士任官の推進等を実効あらしめる具体的な措置を

講ずるための協議を継続。

○ 平成１３年１２月，日本弁護士連合会との間で，弁護士任官制度を実効あ

らしめるための具体的方策について当面講ずべき措置に関して合意（「弁護

士任官等に関する協議の取りまとめ」）。引き続き，合意に沿った取組みを

実施。

○ 平成１４年８月，日本弁護士連合会との間で，弁護士任官推進のための環

境整備等を目的とした，いわゆる非常勤裁判官制度の創設に関して合意

（「いわゆる非常勤裁判官制度の創設について（弁護士任官等に関する協議

会の協議の取りまとめ）」）。

○ 平成１５年９月，民事調停官及び家事調停官の制度の創設に関する「司法

制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律」に関し，最高裁判所規

則（民事調停官及び家事調停官規則，民事調停規則及び家事審判規則の一部

を改正する規則）を制定。

【裁判官の任命手続の見直し】

○ 平成１５年２月，高等裁判所長官，判事及び判事補として任命されるべき

者を指名することの適否等について審議するための機関として，最高裁判所

に下級裁判所裁判官指名諮問委員会を置くことを内容とする最高裁判所規則

（下級裁判所裁判官指名諮問委員会規則）を制定。

【裁判官の人事制度の見直し】

○ 平成１４年７月，最高裁判所事務総局に設置された「裁判官の人事評価の

在り方に関する研究会」が報告書を提出。

○ 平成１５年１２月，裁判官の人事評価を実施するために必要な事項を定め

る最高裁判所規則（裁判官の人事評価に関する規則）を制定。

【裁判所運営への国民参加】

○ 平成１５年３月，地方裁判所の運営及び家庭裁判所の運営に広く国民の意
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見を反映させるための機関を設けるため，各庁に地方裁判所委員会及び家庭

裁判所委員会を置くことを内容とする最高裁判所規則（地方裁判所委員会規

則，家庭裁判所委員会規則）を制定。

【最高裁判所裁判官の選任等の在り方について】

○ 平成１５年５月，最高裁判所裁判官に係る情報開示の充実を図るため，

「最高裁判所のホームページ」の「最高裁の裁判官の紹介」コーナーを改訂

し，内容を充実。

３ 司法制度の国民的基盤の確立

(1) 刑事訴訟手続への新たな参加制度の導入

○ 裁判員制度の導入のための「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の

成立に伴い，裁判員制度に関する広報活動の在り方について各界の学識経験

者からの意見等を聴くため，最高裁判所事務総局に「裁判員制度広報に関す

る懇談会」を設置。

＊ 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に関し，その施行までに

必要な最高裁判所規則を整備する予定。

(2) 国民的基盤の確立のための条件整備

○ 平成１３年４月から，運用により，情報公開法と同様の基準による情報

公開を実施。

○ 「最高裁判所のホームページ」において，高等裁判所判例集に登載され

ている判決等の提供（平成１５年３月から）及び行政事件裁判例集に登載

されている判決等の提供（平成１５年６月から）を開始。その他，「最高

裁判所のホームページ」及び「各地の裁判所のホームページ」において，

関係者のプライバシー等に配慮しつつ，各種判例情報を提供。

（注）主な措置事項に加え，平成１６年通常国会で成立した法律及び平成１６年臨時国会へ提
出された法案に関する最高裁判所規則の整備予定についても付記している。


